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●はじめに 

 

これは 2022年 5月 22日に行われた「第 2回慢性メチル水銀中毒シンポジウム」の記録です。 

前回のシンポジウムでは、水俣病の診断は神経内科専門医でなくても可能、水俣病の症状は変動しう

る、20年以上の潜伏期間を持つ発症も見られるなどの知見が明らかになりました。 

今回のシンポジウムでは、新潟水俣病を取り上げました。 

 

・熊本や鹿児島での水俣病の経験により、比較的早く原因が解明されたものの、多くの被害者が救済さ

れないままになり今も認定を巡って裁判が行われています。その背景は何なのか。 

・海と河川という異なる環境で生じた水銀中毒による症状は熊本や鹿児島の水俣病と異なるのか。 

・発症の毛髪水銀閾値は 50ppmとされているが、その値は適切なのか。 

・現場の医師として、科学者として、どのように被害者に向き合うべきか 

 

今回のシンポジウムはこうした点に明確にこたえる企画になったと自負しています。 

 当初病態解明に大きな役割を果たしたのは大学病院などの研究機関ですが、その後科学に基づく研究

を縮小、放棄したことで、急性発症以外の水俣病の病像、慢性微量汚染、遅発性水俣病などの医学的問

題は、現地や現地から転出してきた人たちを診察してきた医師たちに任される状態になりました。多く

の方々にこの記録を読んで頂き、医学的問題や被害の実態について理解を深めて頂ければと思います。 

 国を代表する環境省の意見照会に対して、2018 年 5 月 10 日日本神経学会理事会が行った科学的根

拠のない「メチル水銀中毒症に係わる神経学的知見に関する意見照会に対する回答」は、この間の被害

者救済を求める裁判に悪影響を与えています。この記録の最後に、私たちが三度（みたび）行った撤回

要望書を載せています。あわせて読んで頂ければ幸いです。 

 

メチル水銀中毒症研究会 代表  門 祐輔 
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●第 2 回シンポジウム開催にあたって 

 

皆様、本日は新型コロナウィルス感染症の流行が続く中、こ

のWEBシンポジウムにご参加いただき、まことにありがとう

ございます。 

ただいまから「第２回慢性メチル水銀中毒症シンポジウム－

新潟水俣病について」を開催いたします。私は司会を務めます

神奈川県にある川崎協同病院の荒木重夫と申します。 

 

（スライド 1） 一昨年 8月、

我々メチル水銀中毒症研究会

は、「わが国のメチル水銀中毒

症の現在−臨床と疫学から見

た今日的課題」をテーマに第１

回シンポジウムを開催しまし

た。その際の目的はスライドに

お示しした通りです。 

（スライド 2）そして、水俣病

の診断は神経内科専門医でな

くても可能であること、水俣病

の症状は変動しうること、メチ

ル水銀暴露衆力後20年以上の

潜伏期間を持つ発症もみられ

ることを明らかにしました。 

 第２回シンポジウムは当初

昨年９月開催を予定しており

ました。ちょうどその頃、著名

な写真家である故ユージン・ス

ミス氏の、1970年代初頭水俣

地区での活動をテーマにした

ハリウット映画「MINAMATA」

が公開されました。残念ながら、

新型コロナウィルス感染症第

５波が急拡大していたために延期せざるを得ず、今回の開催に至った次第です。 

司会 荒木重夫 

スライド 1 

スライド 2 
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ここで、私の水俣病との関わりを述べさせていただきます。2009年 9月水俣地域で開催された大規

模集団検診に参加し、ご自分が水俣病であるとの認識も乏しく、補償も受けられていない被害者の方々

が多数いらっしゃることを初めて知りました。以来、現地での２回の大規模集団検診、首都圏在住の方々

を対象とした数回の集団検診に加え、新潟での集団検診にも２回参加し、これまで 100名近い方々を診

察させていただいております。 

新潟での検診では、水俣地

域の方と同じような症状を持

たれていることを強く実感し

た記憶があります。水俣地域

が有明海という内海に面して

いる一方で、新潟では阿賀野

川という水流の流域で発生し

てきた点など、両者の共通点

と相違点にも関心がありまし

た。 

 

（スライド 3） 前置きが長くなりました。第２回となる今回は、1965 年に公式発表された新潟水俣

病をテーマに、長く携われてきた 4名のシンポジストの方々にご講演頂きます。新潟水俣病ひいては水

俣病への理解が深まることを願っております。 

４名のシンポジストに続けてご発表いただき、その後の時間で、寄せられた質問をもとに若干の討論

を行います。全体で 1時間半の時間を予定しており、すべての質問にお答えできない場合があることを

ご了解下さい。 

 

質問は、チャットをクリックして、すべてのパネリストを宛先にして送って下さい。質問したいパネ

リストがおられる場合には明記いただき、質問内容を書き込んで下さい。 

また、このシンポジウム全体に対するご意見ご感想については、別にお知らせした Google Formへ

の入力でお願いいたします。限られた時間ですので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

それでは演者の先生方の発言を受けたいと思います。最初の演者は、水俣協立病院名誉院長で、現在

は菊陽病院に所属されている藤野糺先生です。先生は 1968年熊本大学を卒業して同大学神経精神医学

教室に入局され、1970 年水俣病の方を初めて診察されたとうかがっております。1974 年水俣診療所

を開設後、1978年水俣協立病院に発展させ、長年水俣地域で患者さんに寄り添ってこられました。故・

原田正純先生も受賞された、地域医療への貢献を表彰する若月賞を 3年前に受賞されております。 

藤野先生には、新潟水俣病の紹介をお願いしております。では、藤野先生、よろしくお願いいたします。 

スライド 3 
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●第１演題  新潟水俣病の紹介 ― 発見初期を中心に ― 

藤野 糺／医師［菊陽病院］ 

 

ただいま紹介を受けました藤野です。私は主として斉藤恒（ひさ

し）先生や河辺広男先生などの著作を参考にスライドを作りました。

また関川先生から写真などの提供をうけました。この場を借りて御

礼申し上げます。 

（スライド 1） 言うまでもなく新

潟水俣病の発生を確認されたのは椿

忠雄先生で、1965年 1月のことでし

た。後で述べますが 5月 29日に地方

会で発表後、31 日に県に報告しまし

た。そして 6月 12日正式に発表しま

した。椿教授は症状として、感覚障害

を基礎に運動失調、求心性視野狭窄な

どを重視し、はじめは感覚障害だけで

も水俣病と診断していましたが、後に

他の症状との組み合わせを要求しまし

た。 

（スライド２） 椿先生は新潟大学教

授に内定していた同年 1月 18 日、ハ

ンター・ラッセル症候群を呈する31歳

の男性を診察し、後に 320ppmの毛髪

水銀を確認して、メチル水銀中毒症と

診断しました。偶然の一致かどうかわ

かりませんが、同年 1 月 10 日昭電鹿

瀬工場はアセトアルデヒド工場の生産

を停止しています。 

（スライド 3） その後も 2例の生存

例を診断し、1例の死亡例を推定して、

地方会で発表しました。 

（スライド 4） 5月 31日、椿教授は

新潟県に報告しましたが、食中毒とし

ての報告はありませんでした。県は阿

スライド 1 

スライド 2 

スライド 3 
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賀野川沿岸の水銀使用 3 工場に

排水の検査などを指示しました

が、昭電はアセトアルデヒド製

造に関する一切の書類を焼却し

ました。6月 12日新潟水俣病の

公式発表があり、14日より県と

新大による一斉調査が始まりま

した。 

（スライド 5） 一斉検診は第

一次に患者発生地区を、第二次

にその上流の周辺地区の住民に

対して行われました。その内容はスライドに示す通りですが、合わせて 2 万 3 千名近以上の住民でし

た。この調査では一部で毛髪

水銀調査がされ、死亡調査な

ども行われました。そして

26 人の患者を発見しまし

た。 

（スライド 6） ここで報告

時期にあった大きな問題を

スライドに示します。初期の

家族ぐるみで被害を受けた

桑田さん一家です。弟 B が

劇症症状を呈して入院中に

亡くなったのですが、入院

中に担当医師の許可を得

て、家族が魚を毎日のよう

に食べさせました。後に

「自分が Bを殺したんだ、

毒の魚を食べさせて。医師

は魚を原因と疑いながら、

どうしてその事を言って

くれなかったのか」と悔や

み、公表が遅れたことにつ

いて椿教授に抗議された

ということがありました。 

スライド 4 

スライド 5 

スライド 6 
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（スライド 7） 昭和電工鹿瀬工場は 1936年よりアセトアルデヒドを製造し、生産高は時期によって

違いますが、発生時はチッソに次ぐ第 2位の工場でした。 

（スライド 8） 上の赤線はチッソのアセトアルデヒド生産高を示しています。その下の紫線が昭電鹿

瀬工場の生産高ですが、過去の点線は資料破棄のため確認出来ない事を示しています。 

スライド 7 

スライド 8 
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（スライド 9） 被害者の分布図を市の資料より示しています。下流に患者が多いのですが、上流の鹿

瀬町も含めて沿岸周囲地区にたくさんの患者が多発しています。本日は資料に示していませんが、斎藤

先生・関川先生らは各地区の四肢感覚障害の蓋然性確率を 70地区中 68地区が 50％以上で、低い地区

でも 69％・59％ぐらいで、あとは皆 90％以上と報告しています（水俣学研究、No.10、2020）。 

 

（スライド 10） 阿賀野川ですが、海と同じような大河です。 

スライド 9 

スライド 10 
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（スライド 11） 阿賀野川

の全長は全国で第 10 位で

すが、水量が第2位であり、

豊かな漁場であったため、

当時 2000 名以上の漁協組

合員がいました。64キロ上

流にある昭和電工鹿瀬工場

の社長は日本化学工業会の

重鎮でした。排水溝もなく、

排水路を捏造するなど問題

の工場でした。 

（スライド 12） 阿賀野

川の環境異変は新潟水俣

病の発生前よりみられて

いました。スライドには示

していませんが、1959 年

1月にはカーバイド堆積場

が決壊し、下流では水面が

見えないほど魚が浮く工

場事故が起っています。河

辺広男先生は3.6万トンの

カーバイドが流され、最低

限 180kg、ぼた山分を加算

すると 500kgの水銀が流

出したと計算しています。 

（スライド 13） 椿教授

により発見された患者と

一斉検診の結果を椿教授

が報告したもので、30例

中感覚障害が 9 割前後あ

り、運動失調と聴力障害が

6割、視野狭窄と言語障害

が 1/3 程度に出現してい

ます。 

スライド 11 

スライド 12 

スライド 13 
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（スライド 14） 椿教授が 1972 年にまとめた診断基準です。特に赤字に示しています感覚障害だけ

でも診断できることを強調しています。 

 

（スライド 15） このことは、

1966年の日本内科学会講演会で

椿教授が強調されました。この時

熊大の徳臣教授は水俣でも感覚

障害だけの人はいたが、それらは

水俣病志願者と考え、我々は H.・

R.症候群を基準にしたと答えて

います。 

 

（スライド 16） 水銀を使用していた工場はアセトアルデヒドだけでなく、ポリビニール塩化物（塩化

ビニール）、そして苛性ソーダ工場がありました。水銀の汚染源としてはこの他にフェニル水銀が農業

で多量に使われていました。 

 

スライド 14 

スライド 15 
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（スライド 17） 1968年 9月 26

日水俣病に対する政府統一見解が

出されましたが、熊本水俣病は厚生

省が「チッソ水俣工場アセトアルデ

ヒド酢酸設備内で生成されたメチ

ル水銀化合物が原因」と断定された

のに比し、新潟水俣病では科学技術

庁が「昭和電工製造工程中で副生さ

れたメチル水銀化合物を含む排水

が中毒発生の基盤」としており全く

同一ではありません。 

（スライド 18） 1959 年 11 月

水俣「奇」病の原因がある種の有機

水銀中毒と国が認めたときに原因

工場が「チッソ」と疑われながら特

定されず、翌日解散されたことは有

名です。その前々日に通産省はチッ

ソを除く全国のアセトアルデヒド

工場の「排水の水質検査を指示しま

した。60年、61年に通産省東京

工業試験所が測定しますが、その

結果は 60年後の現在まで発表さ

れていません。2015年 2月ノー

モア・ミナマタ新潟第二次訴訟に

おいて 6 社 6 工場の結果が出さ

れましたが、会社名は黒塗りのま

まで、この中に昭電鹿瀬工場は入

っていないと言っています。結果

はほとんどの工場で、チッソの排

水中の水銀濃度と同じか、それ以

上を示しています。この政府の隠

蔽体質により、新潟水俣病は発生しました。 

（スライド 19） 新潟県は日本有数の水銀使用工場多立地県です。斎藤先生が報告された関川病はそ

の一つです。 

スライド 16 

スライド 17 

スライド 18 
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（スライド 20） チッソ水俣

工場、昭電鹿瀬工場の次に問題

となったのが、1973 年に熊本

大学第二次水俣病研究班の報

告した有明海の第三水俣病の

問題です。 

（スライド 21） 有明海に続

いて、全国 49 工場の苛性ソー

ダ工場中生産高第 1位、2位の

工場がある徳山湾の漁業一家

に発生した徳山湾の水銀汚染

で、私は第四の水俣病と発表し

ました。続いて斎藤先生が新潟

県関川で類似患者を発見し、関

川病と命名しました。このよう

な状況の中で、全国で水銀パニ

ックが発生しました。 

（スライド 22） このような

時、本来は、各地域での疫学調

査がなされるべきです。ところ

が、国は、第三水俣病、熊本・

新潟以外の水俣病を認めないた

めに、調査もすることなく手を

打ってきました。環境庁は椿教

授を班長とした健康調査部会を

設置し、十分な臨床的あるいは

疫学的調査をすることなく、水

俣病類似患者を次々にシロ判定

することになりました。通産省

はソーダ業界には予算をつけ、

苛性ソーダの製法を水銀を使わ

ない方法に転換するように指導

しました。そして、1977 年に水俣病の診断基準を感覚障害をだけでなく運動失調や視野狭窄などその

他の症状の組み合わせを要求する「判断条件」へと厳しくし、翌 78 年にはそれに高度の蓋然性を付け

スライド 19 

スライド 20 

スライド 21 
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加えた新次官通知へと格上げ

しました。この過程に椿教授

は深く関与しておられました。 

（スライド 23） このように

して、認定患者は激減し棄却

患者が激増しました。以上が

発見初期を中心にした新潟水

俣病の紹介です。ご静聴有り

難うございました。 
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ありがとうございました。水俣病全体の歴史を振り返っていただき、戦後復興

とともにメチル水銀の排出量が急速に拡大した中で、新潟水俣病が発生した経緯

が良く分かりました。 

では、次の演者である関川智子先生をご紹介いたします。先生は 1967 年新潟

大学を卒業して同大学消化器内科に入局されて間もなく、地域の診療所長に赴任

スライド 22 

スライド 23 
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され、長く勤められた沼垂診療所在職中に水俣病患者の掘り起こし検診に携われるなど、やはり多くの

患者さんに寄り添ってこられたとうかがっております。現在は船江診療所に所属されております。 

関川先生には、地元で長く寄り添ってこられた経験を踏まえた報告をお願いしております。では、関川

先生、よろしくお願いいたします。 

●第２演題  新潟水俣病の臨床経験 

関川智子／医師［新潟勤医協・舟江診療所］ 

 

新潟水俣病の臨床経験ついてお話いたします。 

（スライド 1） 自己紹介をします。1967 年新潟大学医学部卒業・１年

間インターンののち消化器内科入局し、70年 11月新潟勤医協：白山診療所

所長となり、95年 4月から 24年間、沼垂診療所所長を務め、2019年 2月

から今年 3月まで、舟江診療所所長を

務めて退職し、現在パートとして働い

ています。 

（スライド 2） 当時の新潟勤医協は

５ヶ所の診療所からなっていて、若い

職員が多く働いていました。 

1965 年から沼垂診療所の齋藤恒医

師が数多くの水俣病被害者を診察し、

新潟大学と協力し水俣病の診察にあた

っていました。 

（スライド 3） 水俣病はメチル水銀

で汚染された魚を食べたために起こっ

た食中毒です。メチル水銀は工場が垂

れ流した廃水の中にありました。まさ

に産業公害です。この視点を抜かすと

水俣病の診療はできないのです。 

スライド 1 

スライド 2 
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新潟では、当初は神経内科医が水俣病に積極的にかかわってこられましたが、1970 年代になってか

ら大学の先生方が研究や診療をやらなく

なってしまったので、私たち民間の医療

機関がやっているのです。 

斎藤先生は小児科医で、私は一般内科

医で、神経内科を専門としていませんが、

新潟では神経内科医ではない私たちが水

俣病を診てきたのです。 

 

（スライド 4） 私の水俣病との出会いは、

1965年 6月 11日の椿教授の臨床講義で

した。水俣病の事はまだ一般に知られて

いない事でしたが、教室中は緊張で張り

詰めていました。椿先生はそのような中、

講義が始まりました。 

 翌日、「新潟で水俣病発生」新聞は大き

く報道しました。 

（スライド 5） 新潟水俣病は最初、メチ

ル水銀の発生源がわかっていませんでし

た。後から聞いたことですが、1960年代

の阿賀野川上流の昭和電工の排水口近く

の社宅で、ネコ、ニワトリなどが死んだり、

社宅では奇病で亡くなった人もあったと

か、排水口近くは魚がよく釣れて社宅の

人たちが釣りをしていたという話を聞き

ました。 

前年の 1964 年の地震との関係がいわ

れましたが、上流の人も水銀値がたかっ

スライド 3 

スライド 4 

スライド 5 
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たなどの事実で、否定されました。（スライド６） 1964年地震で農薬倉庫が壊れ水銀が流れ出たとの

話がありましたが、前年 63 年８月に愛媛大学によって阿賀野川の魚が捕獲・保存されていたことがわ

かり、71年７月に分析したところ、魚に高濃度の水銀が見つかりました。これらの事実からも、農薬説

は否定されました。 

（スライド 7） さかのぼると、1963

年～65年にかけて水俣病患者が５～６

人発生し、3人が死亡していたことが分

かりました。 

65 年５月 29 日に椿先生は、このこ

とを神経学会関東地方会で報告しまし

た。同月 31日には、県に報告され、こ

れが水俣病の確認とされています。 

（スライド 8） 水俣病の発生が報告さ

れてからの新潟県の動きは早かったで

す。 

1965年６月２日には、水銀使用工場

を調査し、下流の集落での水銀製剤使用

調査、昭和電工の廃水・泥土の調査もさ

れました。 

スライド 6 

スライド 7 

スライド 8 
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 ６月には、医療機関受診者・入院者の中での疫学調査、おかしな死に方をした人はいなかったか、な

どの調査がされました。６月 12日に新潟水俣病は公表されます。６月 14日から、第一次一斉健診が、

神経内科、脳外科、保健所によっておこなわれました。７月 26 日からは、受胎調節指導がされたよう

です。８月３日には、水俣病患者 26名

が確認され、毛髪水銀 200ppm 以上の

水銀保有者は入院治療がされました。 

（スライド 9） 当時の新潟大学・神経

内科の医師の状況ですが、当時は、神経

内科を含むの大学の医師たちが診療支

援に来てくれました。 

その中で新しい知識、大学病院での珍

しい患者さんの話などもきかせてもら

いました。 

神経内科の先生方は、外来診療だけでなく、往診にも参加してくださり、その中で水俣病のことも話

題になりました。 

先生方は診療が終わると日誌を書いてくださり、私たちの診療にもチェックをしてくださいました。 

そのような中で、私も、水俣病の話を多く聞くようになりました。 

（スライド 10） 65年 6月 14日から

はじまった第一次検診は、阿賀野川下流

域の住民の個別訪問調査から始まりま

した。 

この調査で、症状のある人が 172人い

ましたが、その頭髪水銀値は 50～

199ppmの人が 40人、200ppm以上が

21 人でした。このうち認定患者は死亡

者５名を含む 26人で、発症は、64年８

月から 65 年７月にかけてでした。その

26 人の頭髪水銀値は、56.8～570ppm

だったのです。200ppm以上で症状のな

い水銀保有者は９人でした。 

（スライド 11） 第二次一斉検診は五

年後の 1970年から実施に実施されまし

た。 

スライド 9 

スライド 10 

スライド 11 
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第１段階のアンケート調査は、11,904名のうち 92.5％を占める 11,015人が回答し、第２段階では対

象者 2,931名中 2,114名が受診、現地で診察、新潟大学病院で必要とされた 569人中 73％の 416名

が受診し、その中から、55.5％の 231例がメチル水銀中毒症を疑わせる症例とされたのです。 

（スライド 12） 私と水俣病の訴訟とのかかわりです。 

1967年６月に、第一次訴訟が始まり、1971年９月に原告側の勝利判決が確定しました。 

原告側勝訴後、被害者の認定申請希望者が多

くなり、齋藤先生のお手伝いを始めました。当時

勤務していました白山診療所で約 120名の認定

申請診断書を発行し、９人が認定されました。 

76年斎藤先生が新潟勤医協を退職し、約 120

人の認定患者を引き継ぎました。（95 年～沼垂

診療所で約 100人の診断書を発行しました。） 

 1982年新潟水俣病第２次訴訟始まりました。 

その後、ノーモア・ミナマタ第一次訴訟、特措

法申請、締め切り終了の申請者、ノーモア・ミナマタ二次訴訟と申請希望者が続きましたが、ほとんど

棄却されました。 

（スライド 13） 椿先生は、当初

は「中毒にはごく軽症のものから

定型的のものまでいろいろな段階

のものがありうるとの考えから、

自分はごく初期には診断基準の枠

をはめること避け、疑わしい被害

者を広くすくいあげ、その中から

共通の症状を持つ人を選び、これ

と並行して診断要綱を設定する方

法をとった。ハンター・ラッセル

症候群を完全に具備しなくてもよ

いという立場で症候を見ておられたそうです。しかし、「神経学を知らずして水俣病を語るなかれ」とい

うことを書かれ、「専門医でなければならない」と言われたのには裏切られた感じがしました。 

スライド 12 

スライド 13 
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（スライド 14） その

後、被害者の棄却がどん

どん増えていきました。 

（スライド 15） 新潟

大学神経内科の先生の

中では、白川健一先生が

特に印象に残っていま

す。白川先生は、誠実に

診療をしておられまし

た。他の先生がなかなか

患者の所見を認めてく

れないことについて、も

っと客観的に評価でき

ないかと、ペインメーター、バイブロメーター、ジアドコメーターなどを開発されました。しかし、そ

れらがあったとしても、何といって

もベットサイドでの診察、検査が一

番よい。躯幹中心部の感覚低下、肛

門周囲の感覚低下は患者さんが教え

てくれた。患者の言葉には嘘がない

といつも言っておられました。 

（スライド 16） 2009年、不知火

海沿岸大検診があり、被害者はまだ

まだ多いことを感じました。このと

き、感覚障害の定量化の検査が印象

的でした。この時の訴訟の和解では、

国を初めてテーブルに着かせました。

一時的ではありましたが、共通診断

書、第三者委員会、というこれまで

の行政の被害者選抜とは違う方法を

認めさせました。 

スライド 14 

スライド 15 

スライド 16 
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（スライド 17）（スライド 18） 被害者は数多くの自覚症を持っています。曝露地域と対照地域での

自覚症状を年齢ごとに比較しました。水色から濃い青色の棒グラフの曝露群はどの項目も高く薄茶色か

ら焦げ茶色の対照群よりも高いパーセントを占めています。 

スライド 17 

スライド 18 
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（スライド 19） これは他覚所見です。新潟でのノーモア一次、ノーモア二次の原告、新潟二次訴訟

の原告、新潟での認定・手帳受給者の所見を比較しましたが、どれも非常に割合が、類似しています。 

（スライド 20） 新潟の認定審査会の状況を

話します。主治医の意見陳述をさせてもらっ

ています。私たちは、資料を出していますが、

審査会側は一切資料を出さず、比較をするこ

ともできません。質問もほとんど出ず、所要

時間は１人たった１分とされています。私は

もう少し長く話しますが…。 

県による魚の喫食量の調査は、実際よりも

低く記載され、それが曝露を否定する材料に

なっているようで、認定が厳しくなってきて

います。症状があっても１割も認定されませ

ん。認められはしないものの、カルテでの診

察所見だけでなく、口頭で訴えることは、意

義あるかと頑張っています。 

（スライド 21） この間の水俣病へのかか

わりを通じて、被害者の人たちは多くの人々

の支えがあることを自覚して感謝している

ことがわかりました。多くの人は棄却されま

すが、皆さん症状がおありですので、継続的

スライド 19 

スライド 20 

スライド 21 
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に経過を見ていかなければと考えています。第２次訴訟は、1996 年に和解となりました。その時、自

分の水俣病症状やこれまでの苦しみのため、判決をもらうまで最後まで闘いたいという方もいました。

しかし、長年の闘いで亡くなった方も多く、早期解決派が多く和解となりました。最後のあいさつに立

った患者さんが「自分としては最後まで闘いたかった、が早期解決を望む人が多いのでこれからは、今

まで寄せていただいた激励に感謝しつつ、新しい闘いを目指そう」と結びました。私は被害者の力強い

言葉に感謝しました。その後も、水俣病の症状をもつ人々が受診し、認定審査で認められない為に、裁

判をしています。これらの患者さんの証人として医師をしてきてよかったと感じています。 

 

ありがとうございました。学生時代から関わられた貴重な経験をご報告いただき

ました。 

では、次の演者をご紹介いたします。新潟青陵大学福祉心理学部社会福祉学科教

授の丸山公男先生です。先生は精神科医として診療されるかたわら、学生時代から

新潟水俣病にも関わられ、1982年には阿賀野川流域地域住民の健康調査結果を報

告され、2013年には毛髪水銀濃度との関連についての論文も発表されております。 

丸山先生には、そうしたご経験をもとに、新潟水俣病における水銀暴露と神経症候との関係をテーマ

にした報告をお願いしております。では、丸山先生よろしくお願いいたします。 

●第３演題  新潟水俣病のメチル水銀暴露と神経症状の関係 

丸山公男／医師［新潟青陵大学］ 

 

新潟青陵大学の丸山と申します。 

本日は、シンポジウムにお招きいただきありがとうございます。「新潟水俣病

のメチル水銀曝露と神経症状の関係」について、報告いたします。水俣病はメ

チル水銀による神経障害ですが、水俣では、メチル水銀中毒症の集団発生の初

期には、曝露の指標として、水銀値が測

られませんでした。一方、新潟では初期

からメチル水銀が病因とわかっていた

ので、集団発生の初期に水銀値が測定

されました。毛髪水銀が測定された患

者さんについて、その症候や認定状況

を研究しましたので、報告いたします。 

（スライド 1） 「日本の新潟のメチル

水銀曝露－103 名成人の神経学的検査

結果－」です。 

スライド 1 



第２回慢性メチル水銀中毒症シンポジウム 
2

4 

 

（スライド 2） 過去の大規模なメチル水銀中毒症のなかで、水銀曝露量が測定され、神経症状との関

連を検討することができたのは、新

潟水俣病と、1970 年代のイラクの

集団発生でした。新潟で、初期に水

俣病と認定された 26 人の患者さん

の毛髪水銀濃度は 52から570µg/g

の範囲でした。スライドには µg/g

と表記していますが、口頭では以後

ppmと言います。 

WHO は、この 1965 年 6 月の新

潟での水俣病発見直後の調査結果等

に基づいて、1990 年の環境保健ク

ライテリアで「魚を多食する人口集

団では、メチル水銀レベルが毛髪で 50ppmに達する可能性があるが、成人への神経学的傷害の危険性

は低い（5%）」と結論しました。しかし、イラクも新潟も、検討された症例は急性発症症例のみで、後

になって診断された症例は含まれませんでした。 

（スライド 3） 1965 年 6 月の新

潟の調査で毛髪水銀濃度が判明して

いる、103名の成人のデータを用い

て、毛髪水銀濃度と神経症状の出現

状況を分析し、毛髪水銀濃度 50ppm

未満で、メチル水銀曝露に関連した

神経症状が認められるかどうかを調

べることを目的としました。 

スライド 2 

スライド 3 
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（スライド 4） 1965年 6月に、阿賀野川河口から 15km以内に居住する住民に対して、2回の調査

が行われました。1回目は、阿賀野川下流域患者発生地区住民の 2,813人、2回目は、患者発生地区周

辺の住民 19,888人で、その症状と、阿賀野川の魚の摂取について面接が行われました。これらの調査

で、症状や所見が認められるか、多量に阿賀野川の魚を摂取しているか、家族に症状が認められる、と

いう条件を満たした 1,386人の毛髪水銀濃度が測定されました。 

そして、新潟県は 1965年 7月 1日から、阿賀野川下流における漁獲を制限 しました。 

 1,386人のうち、109名が、1965年～1986年の間に、2つの医療機関（沼垂診療所、木戸病院）に

自発的に受診しました。今回の調査では、当時 20歳以上であった 103名を調査対象者とし、最初の受

診時の神経所見を採用しました。 

スライド 4 
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 （スライド 5） 毛髪サンプルは、1965年

6 月に採取され、水銀濃度は、ジチゾン法、

放射化分析と原子吸光法の 、3つの方法 を

用いて、測定されました。 

103人の対象者は、2つの医療機関のいずれ

かで標準的な神経学的検査を受けました。メ

チル水銀中毒症に関連した神経症状、すなわ

ち、四肢末梢-、口周囲-、全身の感覚障害、

運動失調、視野狭窄、聴覚障害、言語障害と

平衡障害の所見がとられました。 

 （スライド 6） 毛髪水銀濃度別に、対象

者の神経症状の有病割合を比較しました。ま

た、最低濃度の 0-20ppm群を参照として用

い、ロジスティック回帰モデル を使用し、

毛髪水銀濃度別の調整有病割合オッズ比 を

推定しました。 

（スライド 7） 表 1 は、103 名の対象者

の、毛髪水銀濃度別の分布です。毛髪水銀濃

度が高い人ほど、2つの医療機関を受診する

スライド 5 

スライド 6 

スライド 7 



第２回慢性メチル水銀中毒症シンポジウム 
2

7 

 

傾向を認めました。 

（スライド 8） 表 2は、毛髪水銀濃度別の、対象者の特徴を示します。100ppmより高い水銀濃度で

は、1965年時、より若い人、男性が多く、症状が現れた後早期に受診する傾向がありました。 

（スライド 9） 図 2 は、毛髪水銀濃度別の神経症状の出現頻度を示します。両側四肢末梢感覚障害

スライド 8 

スライド 9 
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95.1%、平衡障害 86.3%、聴覚障害 75.5%、運動失調 70.9%と続きました。50ppm未満でも、種々

の神経症状が認められました。 

（スライド 10） 表３は、毛髪水銀濃度と神経症状の間の、調整有病割合オッズ比と、95%信頼区間

を示します。調整有病割合オッズ比を推定すると、神経症状が、最低の毛髪濃度群 0-20ppmでも検出

され、曝露と神経症状の間の、統計学的な用量反応関係は、口周囲の感覚障害以外では、明らかではあ

りませんでした。 

 （スライド 11） まず、水銀に曝露

されていない人では、両側四肢末梢の

感覚障害起こることはまれで、0‐

1.1% の範囲ですが、汚染地域でのそ

の感覚障害は何割もの高率にみられ

ます。このようなデータから、メチル

水銀曝露を受けた人に両側四肢末梢

の感覚障害が存在する時、水俣病（メ

チル水銀中毒症に関連した神経障害）

である確率は非常に高くなります。 

 さらに、医療機関に受診しなかった

スライド 10 

スライド 11 
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人に神経症状がなかったと仮定したとしても、両側四肢末梢の感覚障害の有病割合は、0～20ppm, 20

～50ppmの毛髪水銀濃度の人で、それぞれ 2.5%, 7.5%となり、一般人口の 0～1.1%より高い割合で

す。このことから、今回の研究で毛髪

水銀濃度 50ppm 未満の対象者の神経

症状はメチル水銀曝露によると考えら

れます。 

 （スライド 12） 調査対象者の選択

バイアスで、これら高頻度の神経障害

の出現を説明することはできません。

50ppm 未満の曝露で、メチル水銀中

毒症に関連した、神経症状が認められ

たという、今回の所見に、影響しませ

ん。 

対象者は汚染された魚を摂取しており、

毛髪水銀濃度は集団発生の比較的初期

に測定され、毛髪サンプルは漁獲制限

直前に収集されました。このことから、

毛髪水銀値はピーク値の近くにあると

考えられます。 

（スライド 13） 毛髪水銀濃度が

50ppm 未満の対象者に、メチル水銀

中毒症に関連した、神経症状が認めら

れました。両側四肢末梢の感覚障害、

平衡障害、聴覚障害、運動失調が高い

頻度で認められました。 

 現在のWHO規準未満のレベルでの、

メチル水銀の長期の曝露により、神経

症状、特に、両側四肢末梢の感覚障害

が生じ得る可能性が示唆されました。 

（スライド 14） 次に、「毛髪水銀濃

度とメチル水銀中毒症の関連について」

の研究の一部を紹介します。 

  

（スライド 15） さきほどの 2 つの

スライド 12 

スライド 13 

スライド 14 
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医療機関で、先に紹介された椿先生の、診断要項に該当してメチル水銀中毒症の診断を受けたのは 109

名ですが、そのうち 97名が認定を受けていました。 

（スライド 16） これは、椿先生の新潟水俣病の診断要項です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライド 15 

スライド 16 
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（スライド 17） 表 1は、毛

髪水銀濃度別の 109 名のメチ

ル水銀中毒症患者の分布です。

毛髪水銀濃度が 50ppm 未満

の、メチル水銀中毒症患者が

50名いました。 

（スライド 18） 表 2は、97

名の水俣病認定患者の分布で

す。毛髪水銀濃度が 50ppm未

満でも 40名が水俣病に認定さ

れています。 

（スライド 19） 一方、日本

人の一般人口の毛髪水銀濃度

の平均値は、男性で 2.46、女

性で 1.63ppmです。図 4のよ

うに、一般人口における毛髪水

銀濃度の分布では、10ppm以

下が 98.7%を占め 10ppm を

超えるものは 1.3%であり、

10ppmを超える人はほとんど

いません。 

今回の調査では 10ppm 未

満群に 5 名の水俣病認定患者がいま

した。最低の毛髪水銀濃度は放射化

分析によって測定された 4.2ppmで

したが、この症例では、四肢末梢の感

覚障害、口周囲の感覚障害、運動失調、

平衡障害、聴覚障害が認められまし

た。 

（スライド 20） 結論です。 

スライド 17 

スライド 18 

スライド 19 
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毛髪水銀濃度が 50ppm 未満でも 40

名の水俣病認定患者が認められており、

現在の WHO 規準（50ppm）未満のメ

チル水銀曝露により水俣病（メチル水銀

中毒症）が生じる可能性を示唆します。 

毛髪水銀曝露が 50ppm 未満であっ

てもその安全性については慎重な検討

が必要です。 

（スライド 21） 新潟水俣病認定義務

付け訴訟で被告の新潟市は、原告側から

提出された先程報告した私の論文に対

して、「水俣病による症状は，発症閾値

（毛髪水銀値で 50ppm）を超える曝露

がない限り決して発症することはない

し、発症閾値を超える曝露が認められた

としても、直ちに水俣病を発症するもの

ではない。」と主張しています。 

これに対し、私は発症閾値問題に対し

て以下のように意見書に意見を述べま

した。 

スライド 20 

スライド 21 
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（スライド 22） WHO環境保健クライテリアの結論の中には、新潟市の主張の中にある「発症閾値」

という文言はなく、「魚を多食する人口集団では、頭髪で約 50ppmに相当に達するかもしれないが、成

人では神経学的傷害のリスクは低い（5%）。」と確率で述べているに過ぎず、新潟市が主張するように

「毛髪水銀濃度 50ppmを下回る曝露によって症状が発現することはない。」と断言することも、「毛髪

水銀濃度50ppmを下回る

曝露によって中毒症状を

呈することはない。」と断

言することもしていませ

ん。疫学について権威のあ

る、2006年に出版された

オックスフォード大学出

版 の 「 Applied 

Epidemiology Theory to 

Practice Second Edition」

には「メチル水銀の、閾値

または、無影響レベルは、

認められていない。」とは

っきりと記載されていま

す。 

   

（スライド 23）  さら

に、毛髪水銀濃度 50ppm

未満でも 40 名が水俣病

に認定されており、現在

の WHO 基準（50ppm）

未満のメチル水銀曝露に

よりメチル水銀中毒症が

生じ得る可能性を示唆し

ています。 

新潟水俣病認定義務付

け訴訟東京高裁判決では、

原告が勝訴し、被告新潟

市の、毛髪水銀値 50ppm

以下では水俣病は発症し

スライド 22 

スライド 23 
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ないとの主張に対し、「毛髪水銀値 50ppm を下回るメチル水銀の曝露であっても水俣病を発症するこ

とはあり得るというべきであり，被告新潟市の主張は採用することができない。」と判示しました。 

報告は以上です。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

ありがとうございました。多数例における毛髪水銀濃度測定結果に基づき、WHO

規準以下であっても、水俣病に特徴的な症状が複数出現しうることをお示しいただ

きました。 

それでは最後に、神経内科リハビリテーション協立クリニックの高岡滋先生の報

告を受けます。先生は神経内科医になられる前から現地で水俣病診療に関わり、日

本神経学会認定専門医となられてからも、海外の研究者とも交流されながら、その臨床像の解明に情熱

を傾け続けておられます。前回もシンポジストとして発表いただいており、私も日々ご指導いただいて

いるところです。 

今回は、水俣地域と新潟における症候の比較をテーマにした報告をお願いしております。それでは高

岡先生、よろしくお願いいたします。 

 

●第４演題  水俣・新潟の病態の比較 ＋（新潟）水俣病についてのコメント 

高岡 滋／医師［神経内科リハビリテーション協立クリニック］ 

 

水俣と新潟の水俣病の病態の比較というタイトルにしておりま

したが、これまでの 3 人の演者の話をより深く理解していただく

ために、コメントの時間を取らせていただくことにしました。 

 

（スライド 1） 水俣と新潟では海の汚染と川の汚染という違い

はありますが、昭和初期から 1960 年代までほぼ同時期に汚染が

続いたということ、それぞれの汚染源が遮断された 65 年と 68 年以降も汚染が継続したという点が共

通点です。 

頭髪水銀として 10 ppm 以上の汚染が比較的長期に継続するという状態は世界的にも数少ないとい

うことがあり、このような曝露を受けた人々の健康状態の観察というのは非常に貴重なものです。 
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（スライド 2） これは前の裁判で原告になった 70 代の女性です。幼少期より行商人から購入した魚

介類を多食しました。他の神経疾患や糖尿病などはありませんが、軽度の構音障害と運動失調があり、

四肢の触痛覚の低下がありました。 

 

スライド 1 

スライド 2 
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（スライド 3） 2年後の診察でも

同程度の運動感覚障害がありまし

たが、触痛覚障害が体幹に、痛覚障

害が顔面に広がっていました。こ

のような症状の軽減、増悪は、比較

的短期間でもよくみられるもので

す。 

 

（スライド 4） その患者さんの約

20年前のカルテを見てみると、構

音障害や運動失調の症状はなく、

感覚障害の範囲も、後の所見より

も末梢に限定されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

（スライド 5） 次に、7年前に私が新潟で診察した患者さんです。70代の男性ですが、軽度視野狭窄、

構音障害があり、自力歩行は可能ですが、上下肢に失調を認めました。 

スライド 3 

スライド 4 

スライド 5 
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（スライド 6） この患者さんはその前にも関川先生の診察を受けていました。多少の変化はあります

が、全身の感覚障害を認めています。 

 

（スライド 7） その他の神経所

見についても、多少の変動はあり

ながら、異常を認めました。この

ように、感覚障害がメインの障害

で、重症度に応じて運動失調症や

視野狭窄が出現してくるという

病態は、水俣と新潟であまり変わ

らないと思います。 

 

 

スライド 6 

スライド 7 
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（スライド 8） 集団で水俣と新潟を比較したものはあまりないのですが、2007 年の日本神経学会で

発表したものをご紹介いたします。これは、28名の新潟の未認定患者で関川先生が診察された方々と、

と 26名の水俣市の隣の出水市の認定患者を比較しました。 

（スライド 9） 自覚症状の出現率は両者とも、運動、感覚など、非常に類似しておりました。 

スライド 8 

スライド 9 
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（スライド 10） 神経所見では、水俣（赤色）・新潟（茶色）ともに、コントロール（緑色）と比較し

て陽性所見率が高かったという結果でした。新潟より水俣の方で異常の率が高かったです。このデータ

を見ると水俣の方が悪い印象です。 

（スライド 11） ところが、二点識別覚の以上を見ると新潟水俣両者ともコントロールと比べて大き

な異常を示しているものの、新潟でより悪いという結果になっています。 

スライド 10 

スライド 11 
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（スライド 12） フォンフライの触毛でも似たような結果が得られました。 

（スライド 13） この時は、微細粗さ識別覚検査と書いてありますが、精密研磨紙の表面のザラザラ

度について、1、3、5、9、12、30ミクロンの研磨紙と 3ミクロンの研磨紙について、どれらくいの識

別能力があるかということを心理物理関数として調べました。緑のコントロールが正常ですが、どの群

でも 3ミクロン対 3ミクロンは同じものですから、ほぼ 50%の識別能力ということになります。３対

5、3 対 9 と、差が大きくなるにしたがって、識別度が上がっていきます。水俣でも新潟でもコントロ

ールよりも悪く、どちらかというと、新潟でより悪いという結果が出ました。 

水俣と新潟の差は曝露期間や量の差があるかもしれませんし、神経所見陽性のクライテリアの相違に

よるものかもしれませんが、水俣新潟共に感覚障害や運動失調などを認めるということがわかりました。 

スライド 12 

スライド 13 
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（スライド 14）  

新潟水俣病の研究をさ

れた白川先生が、1970

年代に、いくつか新潟と

水俣の違いについて述

べておられました。その

なかで、新潟で軽症例が

多いという指摘に関し

ては、これは急性期症例

についてのことであり、

近年の症例では、新潟の

ほうが軽症が多いとは

言えません。 

新潟では知覚障害に左右差のある例が報告されていますが、私たちはあまり左右差のある人は見かけ

ません。これらは、熊本と比較して、曝露からの期間が短いものが多いことが原因になっている可能性

があります。例えば、パーキンソン病では初発時には片側性に症状が現れることが多いですね。新潟で

は、筋痛、関節痛などの痛みを訴えるものが多いとかいてありますが、私は 1980年代から水俣病の患

者さんを診ていますが、当時から、筋肉痛、関節痛を訴える人は多かったのです。これは、おそらく、

熊本の報告がきちんとされていなかったのではないかと思います。というのは、白川先生は、個別症例

について非常詳しく調べておられます。患者さんをどれくらい詳しく診て記録したか、ということでは

ないかと思います。 

遅発例が熊本で少ないと言われていましたが、実際には熊本でも遅発性は観察されています。これら

は、新潟では白川医師に よって経過観

察がなされていたが、当

時の熊本の報告は初期

の重症例の後はしばら

く報告が途絶え、しかも

白川先生のように、経過

観察がなされなかった

ためと考えられます。 

（スライド 15） 慢性

期の生存症例に関して

は、新潟と水俣の患者の

重症度、病態は大きくは

スライド 14 

スライド 15 
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変わらないと考えられます。 

（スライド 16） この間、シンポジストの先生方と情報

交換をしていて気付いたことについて、いくつかご紹介

したいと思います。ひとつは、阿賀野川流域のメチル水銀

汚染がいつまで続いたのかということです。 

（スライド 17） 昭和電工は 1960年 1月に操業を停止

しています。川の汚染であるため、汚染は長期には続かな

かったのではないかと考えてしまいがちです。 

（スライド 18） 

これは新潟の木戸

病院のスタッフで

ある萩野さんが、私

が医師になる前の

1982 年に書かれた

ものです。当時新潟

県は阿賀野川の安

全宣言を行いまし

た。その根拠は魚の

水銀値が下がった

ということでした

が、これにはカラク

リがありました。 

スライド 16 

スライド 17 

スライド 18 
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（スライド 19） 魚の水銀濃度は体長の長いものほど高いということがあります。ですから、水銀濃

度は体調との関係で見ていく必要があります。昭和 46～47年は、 20cmの魚で、0.2ppmでした。昭

和 52年をみても、少し下がってはいるものの、0.15ppmはあり、高いものでは暫定基準値の 0.4ppm

を越えるものも存在しました。これらのことから、阿賀野川の汚染も比較的長く続いたと考えた方が良

いのではないかと思います。 

 

（スライド 20） 次に、測定され

た水銀値で、どの程度メチル水銀

曝露の総体を表現することができ

るかということがありますが、こ

れは非常に困難であり、その結果、

量反応関係も簡単には分からず、

理論的にも実際のデータでも発症

閾値を 50ppmすることはできな

いことを紹介します。 

 

スライド 19 

スライド 20 
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（スライド 21） 1971年に、椿先生のデータを分析したスウェーデンリポートというのがあります。

そこでは、症状が出現した時の血中や頭髪の水銀値と症状との関係を探求しています。 

（スライド 22） ところが一昨年報告しましたように、ダートマス大学の自己症例では、頭髪水銀が

1000 ppmでも 無症状で、400 ppm まで下がった時に発症しています。このように、血中や頭髪の

水銀値と臨床症状はかならずしも平行しないのです。脳内蓄積あるいは脳内作用に時間がかかる可能性

があり、量反応の関係を正確に言うのは困難なのです。ある時水銀値が高ければ高いことは分かるが、

総曝露量を算出するのは困難ですし、どの時点での健康障害をレスポンスにするかも問題になり、本当

の健康障害への影響を知るためには長期追跡をしなければならないのです。 

スライド 21 

スライド 22 
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（スライド 23） 1968年の椿先生の臨床神経学の論文では、ここの黒丸のところが症状のある人で白

丸の人は健康者と書いてあります。本日の丸山先生のデータは、50 ppm 以上の人はおろか、50 ppm 

未満の白丸の人の多くもその後発症したということを示しています。 

（スライド 24） また、長期曝露を受けていた熊本での頼藤らの解析では、曝露量が多いほど症状が

重くなることが分かっています。10ppm 以下の人であっても、いろいろな症状で高いオッズ比が出て

スライド 23 

スライド 24 
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います。実際は長期曝露であれば 10ppm以下でも成人で健康障害は出ると考えた方が良いと思います。 

（スライド 25） また、私達の調査でも患者の 2/3はチッソの排水が止まってから発症していますの

で、遅発性がせいぜい数年以内ということは全く根拠がないのです。 

（スライド 26） 関川先生から白川先生について

のお話がありましたが、この間の情報交換で、新潟

大学での白川先生の貢献は非常に大きいものがあ

ったと再認識しました。残念ながら白川先生は研究

途上でお亡くなりになりましたが、改めて、いくつ

かご紹介したいと思います。 

（スライド 27） そのような状

況の中で、医学中央雑誌での検索

件数を見ただけでも、水俣病研究

が非常に少ないということがわ

かります。これは 5 年前の検索

ですが、昨年末、もう少し検索範

囲を広げて熊本、新潟、鹿児島の

各大学の脳神経内科の教授の水

俣病に関する研究業績を調べて

みました。 

スライド 25 

スライド 26 

スライド 27 
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（スライド 28） これは熊本大学で、1990年代以降はほとんどなくなります。 

 

（スライド 29） 椿先生の後任の教授は水銀または水俣病でヒットするものがありませんでした。西

澤先生は 12件ありましたが、 多くは基礎研究で、ご自身による臨床像の解析はありませんでした。 

 

（スライド 30） 鹿児島大学も 1987年に教授になられた納先生でさえ 4件のみです。 

スライド 28 

スライド 29 

スライド 30 
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（スライド 31） しかし、1980

年代までの新潟大学での論文で

す。白川先生は椿先生に次ぐナン

バー2です。 

（スライド 32） 早くにお亡くな

りになりましたが、遅発性水俣病

をまとめておられ、熊本、水俣で多

くの症例の報告をされています。 

（スライド 33） 関

川先生が紹介された、

ジアドコメータやペ

インメータを使った

研究の結果ですが、水

俣病における協調運

動障害は、通常の小脳

症状とは異なり、運動

の緩徐化と不規則化

が特徴であるとされ

ました。実際私たちが

見ていても典型的な

小脳失調は少なく、白川先生の観察については、なるほどと感じるものがあります。 

スライド 31 

スライド 32 

スライド 33 
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（スライド 34） また、

頭髪水銀値が低いほど、

遅発しやすいというデ

ータも私達と同じ結果

です。 

（スライド 35） 私た

ちは、水銀値ではなく、

魚介類摂取量で曝露を

調べましたが、個人差は

あるものの、平均で見る

と、摂取量が少ないほど、

発症が遅くなっていま

す。 

 

（スライド 36） 最後に、どうして曝露

の明らかな人について、水俣病の診断を四

肢末梢優位の感覚障害あるいは全身性の

感覚障害などで診断できると考えるか、と

いうことについてお話をしておきます。こ

れは、原因確率という考え方を用いていま

す。これは蓋然性確率とも呼ばれます。 

スライド 35 

スライド 34 

スライド 36 
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（スライド 37） 他の神経疾患と異なり、水俣病の多くは、地域集積性が強く、その地域に住み、魚を

食べたという条件において、非常に高い発症率を示しました。これは藤野先生たちの検診ですが、水俣

周辺地域では、住民の過半数を超える人々に感覚障害などの神経症状を認めました。 

 

（スライド 38） そのような地区においては、原因確率を求めることになります。 

スライド 37 

スライド 38 
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（スライド 39） 例えば、四肢の感覚障害が、汚染地区で 20%、非汚染地区で 1%であったとします。

そうすると、20%のうち 1を引いた 19%の人は汚染の影響によるものと考えることができます。 

（スライド40） そうすると感覚障害が汚染の影響によるものである確率は19/20、95%となります。 

（スライド 41） 汚染地区で 5%ならば、80%になります。（スライド 4２） 汚染地区で 50%なら

ば、98%になります。 

 

（スライド 43） このような計算で、

不知火海の沿岸と阿賀野川流域の多く

の場所では、蓋然性確率が 80 から

90%を越えるのです。これは萩野さん

からいただいた地図ですが、阿賀野川

流域で見ると、70地区のうち 68地区

で、蓋然性確率が 50%以上という結果

が出ています。 

スライド 40 スライド 39 

スライド 41 スライド 42 

スライド 43 
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（スライド 44） 椿教授も、私達の

ように汚染地区と非汚染地区を比較

することが重要だと認識はしておら

れたのですが、最終的にその考え方を

放棄されることになりました。この文

章は、その証拠となるものです。 

（スライド 45） 環境省は、水俣

病は蓋然性が 50%あれば認定すると

言っていますが、私達の症例のほとん

ど全ては、80～90 以上の蓋然性を有

しています。椿先生は、かつて、認定

申請者をこのようなランク付けをし

て 5 段階のうち 3 以上を水俣病とし

て、右側にそのパーセントを書いてい

ますが、このパーセントには何の医学

的根拠もないのです。椿先生が蓋然性

50%以下として棄却したものの多く

が実は 90%から限りなく 100%に近

い蓋然性確率を有していたのです。 

（スライド 46） これは説明を省略しますが、水俣病をめぐる代表的な医学者とエポック的な出来事

スライド 44 

スライド 45 

スライド 46 
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との関係です。 

（スライド 47） これも説明を省略しますが、水俣病の医学の歴史と疫学調査を 1990 年まで紹介し

たものです。赤い枠は、国側の立場に立った動き、緑枠は患者をきちんとみる立場のものです。 

 

（スライド 48） 1990年代以降は、ほとんど患者を診るという立場の動きでした。 

スライド 47 

スライド 48 
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（スライド 49） 水俣における水俣病と新潟での水俣病については、おおむね病像は同じということ

ができると思いますが、細かい点については、曝露の時期や期間などの相違もあるため、明らかな相違

を言うことは難しいと考えています。 

そして、熊本と比較して、疫学例、臨床例を検討した初期の椿、白川医師らによる新潟のデータは非

常に重要であったと思いますが、椿教授の変化が悔やまれます。その原因として、藤野先生の説明にあ

りましたように、他の多くの水銀取扱工場の存在や第 3水俣病問題など、当時の政治経済状況が大きな

影響を及ぼしてしまったと言えると思います。 

 

どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

ありがとうございました。以前日本神経学会総会で発表された、阿賀野川流域未

認定者と鹿児島県出水市認定者との比較をもとに、最近の知見も含めてご報告いた

だきました。 

 

 

 

 

スライド 49 
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●質疑応答 

それではここから皆さんからの質問を受けたいと思います。まだ質問はないようですので、

各シンポジストの方でちょっと言い足りなかったこととか、もう少しこの辺を強調しておき

たいとか、もしありましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

高岡ですけれども、私がちょっと最後にふれたことなんです。丸山先生のお話にあった、

第 1 次調査のセレクションの図を出していただけるといいと思うんですけど、あの時にど

ういう人を診ていたか。症状のある人とか、川魚を大量に食べた人とか、あと家族に症状が

あったりとか、という人の頭髪水銀を測定していますね。これは、無症状なら、水銀値は高

くないだろうという前提があるのですね。それがまず間違っている。それに、丸山先生の報告を見て、

今わかることは、当時症状がなかった 100ｐｐｍを超えていた人も、その後何もなかったということは

多分なかっただろう、ということです。 

椿先生の報告には 40 ppm で 症状を持っているというのがあり、海外では 50ｐｐｍ未満というの

もある。そういう点で言うと、これらの人々についても継続調査をしないといけない、ということです

ね。今後そういう地域があったら、1回の健康調査で終わらせてはならない。今アマゾンの流域で健康

障害が多発していると言われています。そういうフォローアップが必要なんだということです。 

 

ありがとうございました。今高岡先生の方から、海外のお話も出てきたんですけれども 、

アマゾンはそうすると、阿賀野川と同じような水流域というような理解ということでよろ

しいのでしょうか？ 

 

実は、汚染源が全く違ってます。小規模金採掘に伴う水銀汚染が世界的にも問題になっ

ています。金を取るために泥なんかに水銀を混ぜて、アマルガム、水銀と金の合金ができ

る、それを集めてバーナーなんかで水銀を飛ばして金をとりだすんですね。これは無機水

銀中毒と、それから川に流れた水銀が有機化してメチル水銀となり、無機とメチルのダブ

ル汚染、そういう形を取って健康障害を引き起こしているということが言われています。ということで、

曝露の様態がかなり違うということと、水銀もメチルだけではない。 

 

今１件質問がありましたので、「四肢の感覚障害に関しては神経伝導検査が施行されて

いたのでしょうか」。 
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SCV、MCV についてですが、感覚に関係ある SCV は感覚障害とまったく相関があり

ません。今年、おととい日本神経学会で紹介したのですで、図をお見せしますが、ほとん

ど伝導速度と感覚の重症度の間に関係がない、ということが言えます。どういうふうに

したかと言いますと、横軸が感覚障害の重症度です。これは Von Freyの触毛での検査の

グラムを対数で表現した結果で Evaluator size と呼ばれますが、4 というのが 1ｇ、5 が 10ｇ、6 が

100ｇを表しています。100ｇで分からないのは相当なものなのです。縦軸が SCVです。右と左の正中

神経での関係を表しています。回帰直線はやや下に傾いていますけれども、これは実はこれは年齢が関

係しています。重回帰分析をした時に、年齢の影響をとってみますと、SCVは、この Evaluator size（グ

ラム数の対数値）との関係は全くありません。下の図は振動覚で右左正中神経、これも SCVとの相関は

ありません。腱反射も低下しませんし、腱反射が低下したら糖尿病を合併していたりとか、そういうこ

とが多いですね。 

 

ありがとうございました。もう２件ほど。「今後の世界の被害者をなくすためには WHO

のクライテリアの修正を求める必要があるのではないでしょうか」というご質問ですが。 
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当然そうだと思いますけれども、こういうところっていうのは、きちっとした論文に

なっているものをたぶん審査する。その時に曝露をどう定義するか、非常に難しいこと

ですよね。たとえば、丸山先生とさきほどの頼藤先生の論文があったとしても、10ｐｐ

ｍが本当に代表できるのかというところは多分問題になってくるのではないか、という

ことなのです。これは、この道の専門家がそれをどう扱うか、ということになります。 

もともと、曝露を定義することが非常に困難だということを認識すること自体が非常に重要で、それな

のに表に出てきたところだけいいとこどりをする、みたいに使うやり方は非常に姑息なやり方で、厚労

省、環境省の医系技官はこういう知識を持っているはずなのに、持っている人たちがわざとこういうこ

とをやるというのは本当に許しがたい、と私は思っています。 

 

数字だけ一人歩きしちゃうということでしょうかね。あともう１件ですけれども、「高

岡先生が新潟と水俣の比較を報告されましたが、有意差検定でも同様のことが言えるので

しょうか」というようなご質問が来ています。 

 

コントロールとの間では、（有意差があることは見ただけで分かるので）わざわざ有意

差検定をしていませんけど、多くの神経障害では有意差は出てきています。 

ただ、問題、二つの新潟と水俣を（有意差の有無でもって）比較することに意味があるか

どうかというのは非常に疑問で、曝露の仕方が違う。あのデータでもって、新潟と水俣を

比較すれば、神経障害は大きな有意差をもって違うのです。一方、自覚症状は有意差がない。神経所見

については、私と関川先生とで多少（神経所見の有無の判断の）クライテリアが違うかもしれないです

ね。そういうところまで、当時は擦り合わせは多分していません。共通診断書を作って、ある程度の診

察のやり方を統一したということはあります。 

 

慢性期になると新潟と水俣ではそんなに大きくは変わらない、というのが先生のご意見

ということでよろしいでしょうか」。 

 

 

はい。その同じ曝露状態であっても、実は（どちらかで）感覚障害の方が強い、そうい

うことはあるかもしれない。それはわからない。 

 

 

参加者からの質問です。「新潟の患者の（神経症状以外の）内科等の所見の傾向について

はいかがでしょうか」。 
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多分ですね。関川先生がもしまとめていらっしゃればですけど、内科等の所見ってい

うのは、例えば糖尿病とか高血圧とか、他の疾患がどれくらいあるかっていうことなの

かもしれませんけれども、そこまでのまとめは、たぶん数値的にはまだされてないかと

思うのですけれども。ただ、新潟の患者さん診ていますと、全身性の方も結構いますし、

他疾患があったとしても、それによるものだけでは説明できないものがほとんどですね。関川先生いか

がですかね。実際に数的に内科の疾患、どのくらいとかいう数は出してないですよね。 

 

はい、ないです。 

 

 

参加者からのご質問です。「椿先生の変節がなければ、認定基準は変わっていたのでしょ

うか」。 

 

 

当然その、医学会が自分の立場を保つ、ということがあれば、それは変わっていたでし

ょうね。メチル水銀中毒症、水俣病って、正確にこれを把握、理解するって難しいなと思

うんですね。多くの人達は初期重症例を診ていますので、それが（頭に）インプットされ

てしまっているんですね。その時に、現実にメチル水銀の曝露と健康障害がどういうもの

か、の定義付けがなされないといけないわけです。 

その時にあまりにも重症例を診た人にとってみれば、軽症例は、なんだこんなものってなっちゃう可能

性もあるわけですよね。そこは厳密には医学的ではないわけです。医師とてそういう罠があるわけです

よ。その時に椿先生がどういう心境であったのか、ということもそれは問題ですし、当時そんな長く影

響が残るものではない、というのがなんか毒物学の常識とか書いてあるわけですが、全然そんなことは

ないわけですね、メチル水銀中毒症の場合。 

ですので、非常に難しいのは、道義的に医師としての倫理を守るという問題と、本当に科学的に厳密

に考えられるかということと、いろんな要素がそこに加わってきますね。医学会が受け入れてしまった

ということは大きいと思います。すべての医師がすべてこういう行動を取るとは、私は必ずしも考えて

いませんが、放射線の分野とかいろんな分野とか見ても、コロナとかですね、やはりなかなか大変なこ

となのかもしれない、と思ったりもします。 

 

 

「政府による新規認定はあいにくありません。先生方の研究と研究報告が企業の暴走を

抑制してきたと拝察します」。これはご質問というよりはご意見ですか。 
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そう言っていただいてありがとうございます。ただ、企業の暴走というのは、すでに悲

惨な公害というところで、ある程度抑制はされているのですけれども。新たな物質とか

そういうものについてどうなのか、放射線も含めてなかなか大変かなというところです

ね。やはり学者がきちっとするために何が必要か。ここまで深く政府の側に入れ込んで

しまうと、態度を変えるというのはすごく難しいだろうなと思うんですね。いかに独立性を保つかとい

うのは、個人だけではなくて、学者集団として、それをお互いにきちっとする雰囲気というかそういう

ものが、風土が必要だなというふうに思います。 

 

「新たに認定して、厚生労働省に所管させて、環境省の管轄から外すことは、解決のた

めに重要な視点だと思いました。環境省の保健部長が厚労省の出向のために、何もできな

い。厚生労働省内で動かした方が良いと思われます」。 

 

実は環境省の医系技官も厚労省も防衛省も医系技官は全部同じです。厚労省に入った医

系技官が異動しまくっていますので、所管を変えても同じ考え方でやっているんですね。

だから、水俣病の特殊疾病対策室の人達が放射線障害を扱い、今度のコロナもですね、あ

の女性の技官の方も特殊疾病対策室におられた方ですから。医系技官全体、医学（や公衆

衛生学）からはずれた方々が出世するんですよ、はっきり言って。そういうことをやめていただく、切

り離すということができないと、ちょっと日本の公衆衛生全体が深刻な状況だなと思います。 

 

なかなか議論が尽きないようですけれども、そろそろお時間になりましたので、質疑は

これで終了させていただきます。たくさんのご質問をいただきありがとうございました。

シンポジストの先生方にも活発な討論をありがとうございました。 

最後に、メチル水銀中毒症研究会の代表である門医師よりご挨拶をお願いいたします。 
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●メチル水銀中毒症研究会代表挨拶 

門 祐輔／医師［京都協立病院］ 

 

メチル水銀中毒症研究会の代表を務めます、門祐輔と言いま

す。本日はたくさんの方にご参加頂きありがとうございます。 

（スライド 1） あらためて、メチル水銀中毒症研究会につい

てご説明いたします。 

この研究会は、メチル水銀中毒症(=水俣病)患者を実際に診療してきた神経内科専門医を中心とした

研究会です。 

2018年 5月 10日に日本神経

学会理事会が、環境省特殊疾病

対策室長に「メチル水銀中毒症

に係る神経学的知見に関する意

見照会に対する回答」を行いま

したが、その内容と回答を出す

経過の不透明さに疑問を持ち、

「慢性メチル水銀中毒症の神経

症候を科学的知見として後世に

伝えるため、事実に基づいた学

術研究を行う」ことを目的とし

て結成いたしました。 

日本神経学会理事会の「回答」

は、科学的事実に基づかないも

のであり、水俣病裁判において

被害者切り捨てに悪用されてい

ます。 

（スライド 2） 2020年 8月に

行った第 1 回シンポジウムで明

らかになったことですが、日本

神経学会理事会の回答は、 

1）神経系疾患（=水俣病）の診断は、神経学に習熟した神経内科専門医による神経学的診察が必要であ

るということでしたが、実際は水俣病の診断は神経内科専門医でなくても可能です。 

2）中枢神経疾患において症状の変動性はほとんどみられないということでしたが、実態は水俣病の症

状は変動します。 

 

スライド 1 

スライド 2 
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3）メチル水銀曝露終了後、老化により症状が顕在化するのはぜいぜい数か月から数年ということでし

たが、20年以上の潜伏期間を持つ発症も見られます。 

（スライド３） この間の経過と今後です。 

2019年 1月に新聞報道されるまで、日本神経学会理事会の「回答」の内容は私たち学会員に知らさ

れていませんでした。 

理事会は「ワーキンググループ」で「回答」案を作成したと議事録にありますが、そのメンバーは非

公開であり、「個人情報」を理由にいまだに明らかにされていません。 

我々は理事会に対し、「回答」が出された経過や内容について 2 回の要望書を出しましたが誠実な返事

は得られませんでした。 

科学的根拠のない「回答」は撤回すべきと考え、2回の撤回要望書を提出していますが無回答のまま

です。今回のシンポジウムを踏まえて、3回目の撤回要望書を提出予定です。 

今回は新潟水俣病を取り上げましたが、今後も「慢性メチル水銀中毒症の神経症候を科学的知見として

後世に伝えるため、事実に基づいた学術研究」を行い、メチル水銀中毒被害者が適切に救済されるよう

に努めたいと考えています。 

今後も適切な時期に、適切なテーマでシンポジウムなどを企画していきたいと思いますので、ご参加

をよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

スライド 3 
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【資料】 日本神経学会「環境省からの照会に対する回答」問題 関連資料 

●年表 

 

＜裁判所提出前＞ 

2017 年  

●夏頃  環境省が日本神経学会に相談（西日本新聞 2019/1/24報道による） 

●11月  環境省が日本神経学会に見解提出を口頭で依頼（同上） 

2018 年 

●1月 26日 2017年度第 5回日本神経学会理事会議事要旨 

●4月 14日 2018年度第 1回日本神経学会理事会議事要旨 

●5月 7日  環境省特対室長・日本神経学会への意見照会（10月末公表） 

資料❶「メチル水銀中毒に係る神経学的知見に関する意見照会（回答依頼）」 

●5月 10日 メチル水銀中毒症に係る神経学的知見に関する意見照会に対する回答（10月末公表） 

  資料➋「メチル水銀中毒症に係る神経学的知見に関する意見照会に対する回答」 

●6月 1日  日本神経学会と厚生労働省との人事交流の案内 

 

＜福岡高裁提出後の動き＞ 

●10月末 環境省が、神経学会の回答を福岡高裁（水俣病互助会訴訟）に書証として提出 

2019 年 

●1月 16日 西日本新聞の報道 

●1月 28日 患者団体から日本神経学会への「公開質問状」 

●2月 1日  全国保険医団体連合会声明 

●2月 12日 日本神経学会から裁判弁護団へ「公開質問状（回答）」 

●2月 18日 裁判弁護団から日本神経学会への「再度の質問および面談の要請」 

 

＜一般の神経学会々員の動き＞ 

●4月 10日  日本神経学会有志から日本神経学会への「要望書」 

資料❸「メチル水銀中毒症に係る神経学的知見に関する意見照会に対する回答」についての要望書 

●4月 25日  日本神経学会から日本神経学会有志への「回答」 

資料❹「メチル水銀中毒症に係る神経学的知見に関する意見照会に対する回答」について（回答） 

●5月 20日  日本神経学会有志から日本神経学会への「再要望書」  

資料❺「メチル水銀中毒症に係る神経学的知見に関する意見照会に対する回答」についての再要望書 

●6月 10日  日本神経学会から日本神経学会有志への「再回答」  

資料❻「メチル水銀中毒症に係わる神経学的意見照会に対する回答」についての再要望書について 

●10月 10日 高岡滋「日本神経学会の回答に対する意見書」（熊本地方裁判所提出） 

2020 年 

●1月 14日  日本神経学会有志から日本神経学会への「（撤回）要望書」 

資料❼ 要望書 日本神経学会の環境省への 2018年 5月 10日付「メチル水銀中毒症に係る神経 

学的知見に関する意見照会に対する回答」の撤回を要望します 

●1月 31日  2019年度第 5回日本神経学会理事会議事要旨（撤回要望書に関する審議記録なし） 

2022 年 

●5月 27日  メチル水銀中毒症研究会から日本神経学会への「要望書」 

資料❽ 要望書 日本神経学会の環境省への 2018年 5月 10日付「メチル水銀中毒症に係る神経 

学的知見に関する意見照会に対する回答」の撤回を要望します 

●10月末現在 日本神経学会から一般会員に対して、「回答」に関する情報提供なし。 
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